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令和４年第３回若狭町議会臨時会会議録（第１号） 

 

  令和４年５月１０日若狭町議会第３回臨時会は、若狭町議事堂で開会された。 

１．出席議員（１３名） 

     １番  谷 川 暢 一 君     ２番  川 島 富士夫 君 

     ３番  西 村   毅 君     ４番  倉 谷   明 君 

     ５番  増 井 文 雄 君     ６番  藤 田 正 美 君 

     ８番  熊 谷 勘 信 君     ９番  島 津 秀 樹 君 

    １０番  辻󠄀 岡 正 和 君    １１番  坂 本   豊 君 

    １２番  今 井 富 雄 君    １３番  北 原 武 道 君 

    １４番  松 本 孝 雄 君 

２．欠席議員 

 なし 

３．欠  員（１名） 

４．職務のため議場に出席した者の職氏名 

   議会事務局長  松宮  登志次    書  記    石 倉 美 穂 

５．地方自治法第１２１条により説明のため出席した者の職氏名 

町 長 渡 辺 英 朗   副 町 長 二本松  正広 

教 育 長 松 宮  毅   会 計 管 理 者 三 宅 宗 左 

総 務 課 長 岡 本  隆 司   総合政策課長 竹 内  正 

観光商工課長 泉 原  功   税務住民課長 中 西 み や 子 

環境安全課長 岸 本 晃 浩   福 祉 課 長 佐 野  明 子 

子育て支援課長 旭  明 男   健康医療課長 山 口  勉 

建 設 課 長 中 村 辰 也   上下水道課長 飛 永 浩 志 

産業振興課長 中 村 和 幸   パレア文化課長 山 本 裕 之 

歴史文化課長 木 下 忠 幸   教育委員会事務局長 宮 田 雅 秋 

 

６．議事日程 

  日程第   １  会議録署名議員の指名について 

日程第   ２  会期の決定について 

  追加日程第 １  副議長の選挙について 

  追加日程第 ２  敦賀美方消防組合議会議員の選挙について 
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追加日程第 ３  嶺南広域行政組合議会議員の選挙について 

  日程第   ３  承認第２号 専決処分の承認を求めることについて（令和３年

度若狭町一般会計補正予算（第８号）） 

日程第   ４  承認第３号 専決処分の承認を求めることについて（若狭町税

条例の一部改正について） 

日程第   ５  承認第４号 専決処分の承認を求めることについて（若狭町国

民健康保険税条例の一部改正について） 

日程第   ６  承認第５号 専決処分の承認を求めることについて（若狭町介

護保険条例の一部改正について） 

日程第   ７  同意第１号 若狭町教育委員会委員の任命につき同意を求める

ことについて 

  追加日程第 ４  総務産業建設常任委員会閉会中の継続調査について 

  追加日程第 ５  教育厚生常任委員会閉会中の継続調査について 

  追加日程第 ６  予算決算常任委員会閉会中の継続調査について 

  追加日程第 ７  議会運営委員会閉会中の継続調査について 

  追加日程第 ８  広報特別委員会閉会中の継続調査について 

  追加日程第 ９  原子力発電安全対策特別委員会閉会中の継続調査について 

  追加日程第１０  議会改革特別委員会閉会中の継続調査について 

日程第   ８  議員派遣報告及び議員派遣について 

 

（午前 ９時１９分 開会） 

○議長（今井富雄君） 

開会に当たりまして、一言御挨拶を申し上げます。 

本日、招集されました、令和４年第３回若狭町議会臨時会にあたり、議員各位には、

万障繰り合わせの上、出席をいただきましたことを、心より厚くお礼申し上げます。 

本臨時会には、専決処分の承認をはじめ、教育委員会委員同意の案件が提出されま

す。慎重な御審議と円滑な議事運営に、御協力賜りますようお願いしまして、開会の

挨拶といたします。 

 

ただいまの出席議員数は、１３名です。定足数に達しましたので、会議は成立しま

した。これより、令和４年第３回若狭町議会臨時会を開会します。 
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町長より発言を求められていますので、これを許します。 

渡辺町長。 

○町長（渡辺英朗君） 

  皆様おはようございます。 

本日、令和４年第３回若狭町議会臨時会を召集させていただきましたところ、議員

各位には、全員の御出席を賜り厚くお礼申し上げます。 

  ５月に入り、新緑の季節となり、若狭町の魅力が更に増していく気がいたします。 

  今年のゴールデンウイークは、天候にも恵まれ、先月リニューアルオープンした

『レインボーライン山頂公園』や道の駅「若狭熊川宿」に隣接する、『熊川トレイル

ゲートウェイ』などでは、多くの観光客で賑わいを見せておりました。主要観光地の

入込客数の速報値ですが、レインボーライン３０,０６６人、道の駅「若狭熊川宿」

が３０,６００人、道の駅『三方五湖』１４,７５０人となっており、３年ぶりに行動

制限が解除されたことにより、前年に比べ、大幅に増加となりました。 

しかしながら県内では、今月１５日まで、感染拡大警報が発令中であり、感染者数

も高止まりの状況であることから、引き続き感染拡大には警戒をして参りたいと考え

ております。コロナ対策を講じながら２０２４年春の北陸新幹線敦賀開業に向けて地

域の皆様と共に賑わいを創出することで、町の魅力を高め、交流人口の拡大や、移住

定住に繋げていきたいと考えております。 

 さて、本日、提案いたします案件につきましては、専決処分の承認を求めることと

して、令和３年度若狭町一般会計補正予算のほか、若狭町税条例、若狭町国民健康保

険税条例、及び、若狭町介護保険条例の一部改正の３件、また若狭町教育委員会委員

の任命につき同意を求めるものであります。 

議員各位におかれましては、何卒妥当なる御決議を賜りますよう、お願い申し上げ

まして、開会の御挨拶といたします。 

○議長（今井富雄君） 

これより本日の会議を開きます。 

議事日程は、お手元に配布のとおりです。これより、日程に従い議事に入ります。 

 

～日程第１ 会議録署名議員の指名について～ 

○議長（今井富雄君） 

日程第１、会議録署名議員の指名を行います。会議録署名議員は、会議規則第１２

４条の規定により６番、藤田正美君、８番、熊谷勘信君を指名します。 
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～日程第２ 会期の決定について～ 

○議長（今井富雄君） 

日程第２、会期の決定についてを議題とします。 

お諮りします。本臨時会の会期は、本日１日限りにしたいと思います。これに、御

異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（今井富雄君） 

異議なしと認めます。よって、本臨時会の会期は、本日１日に決定しました。 

次に、諸般の報告を行います。 

副議長坂本豊君より、５月９日付けで願いのあった、副議長の辞職についてであり

ますが、閉会中のため、地方自治法第１０８条の規定により、議長において、同日付

にて許可をしましたので報告いたします。 

次に、熊谷勘信君より申し出のあった、教育厚生常任委員会への所属の変更、及び

坂本豊君の総務産業建設常任委員会への所属の変更については、閉会中のため、若狭

町議会委員会条例第７条第６項の規定により、議長において変更しましたので、報告

します。 

次に、議会運営委員会委員、及び広報特別委員会委員の辻󠄀岡正和君、坂本豊君より

願いのあった、委員会委員の辞任についてでありますが、若狭町議会委員会条例第１

２条第２項の規定により、閉会中のため、議長において許可しましたので報告いたし

ます。 

次に、辞任により欠員となった、議会運営委員会委員２名及び広報特別委員会委員

２名について、若狭町議会委員会条例第７条第４項の規定により、閉会中のため、議

長において、次のとおり指名しましたので報告いたします。 

議会運営委員会委員、広報特別委員会委員に、増井文雄君、藤田正美君以上のとお

りです。 

次に、地方自治法第２３５条の２第３項の規定により、例月出納検査、令和４年２

月分及び３月分の結果報告書が、お手元に配布のとおり報告されています。 

次に、地方自治法第１２１条の規定により議案説明者として渡辺町長、二本松副町

長、松宮教育長、岡本総務課長ほか、各担当課長等の出席を求めております。以上を

もって、諸般の報告を終わります。 

ここで、坂本豊君から、副議長退任の挨拶があります。 
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坂本豊君。 

○１１番（坂本豊君） 

それでは、副議長の退任にあたりまして、この場をお借りしまして一言退任の挨拶

をさせていただきます。コロナ禍の中で、昨年度はほとんど議会活動ができない状況が

続いておりまして、また近隣の市町との協議会におきましても、ほとんどが書面決議と

いう形で、なかなか思うように、できなかったのが現状でございます。また、今年に入

りまして、いろんな問題があり世界の情勢、また経済が一変しております。そういった

中で議会議員各位、理事者各位の協力のもとに一年間、大過なく終えることができまし

たことを心からお礼を申し上げたいと思います。誠に簡単でございますが、退任にあた

りまして一言お礼の言葉に代えさせていただきます。本当にありがとうございました。 

○議長（今井富雄君） 

  ここで暫時休憩します。 

（午前 ９時２９分 休憩） 

（午前 ９時３０分 再開） 

 

～追加日程第１ 副議長の選挙について～ 

○議長（今井富雄君） 

再開します。 

坂本 副議長の辞職によって、副議長が欠けました。お諮りします。 

副議長の選挙についてを日程に追加し、追加日程第１として、直ちに選挙を行ない

たいと思います。これに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（今井富雄君） 

異議なしと認め、副議長の選挙についてを、日程に追加し、追加日程第１として直

ちに選挙を行なうことに決定しました。 

追加日程第１、副議長の選挙を行ないます。 

お諮りします。 

選挙の方法については、地方自治法第１１８条第２項の規定によって、指名推選に

したいと思います。御異議ありませんか 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（今井富雄君） 

異議なしと認めます。したがって、選挙の方法は、指名推選で行うことに決定しま
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した。お諮りします。指名の方法については、議長が指名することにしたいと思いま

す。これに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（今井富雄君） 

異議なしと認めます。 

したがって、議長が指名することに、決定しました。 

副議長に熊谷勘信君を指名します。お諮りします。ただいま議長が指名しました熊

谷勘信君を副議長の当選人と定めることに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（今井富雄君） 

異議なしと認めます。ただいま指名しました熊谷勘信君が副議長に当選されました。 

ただいま、副議長に当選されました熊谷勘信君が議場におられます。本席から会議規

則第３２条第２項の規定により、副議長当選の告知をいたします。副議長当選受諾の

挨拶をお願いします。 

熊谷 勘信君。 

○副議長（熊谷勘信君） 

  おはようございます。コロナの収束が見えない今日でございますが、一日も早く収

束することを願う所でございます。 

さて、ただいまは、議長より指名推薦として私に副議長の就任をいただくことにな

りました。微力な私でございますが、議長をサポートし、町の発展と議会の運営が円

滑にいきますよう微力ながらも精一杯努力する所存でございます。今まで以上の御指

導を、理事者の皆様、議員の皆様よろしくお願い申し上げまして、言葉足らずではご

ざいますが、就任の挨拶とさせていただきます。今後ともどうぞよろしくお願いしま

す。 

 

～追加日程第 ２ 敦賀美方消防組合議会議員の選挙について～ 

○議長（今井富雄君） 

次に、敦賀美方消防組合議会議員である熊谷勘信君から、４月２８日に同組合議会

議員の辞職願が提出され、許可となりました。このため、同組合議会議員が１名欠員

となっています。お諮りします。 

敦賀美方消防組合議会議員の選挙についてを日程に追加し、追加日程第２として 

直ちに選挙を行いたいと思います。御異議ありませんか。 
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（「異議なし」の声あり） 

○議長（今井富雄君） 

異議なしと認め、敦賀美方消防組合議会議員の選挙についてを日程に追加し、追加

日程第２として、直ちに選挙を行なうことに決定しました。 

敦賀美方消防組合議会議員の、選挙を行ないます。 

お諮りします。選挙の方法については、地方自治法第１１８条第２項の規定により

指名推選にしたいと思います。御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（今井富雄君） 

異議なしと認めます。よって、選挙の方法は、指名推選で行なうことに決定しまし

た。 

お諮りします。指名の方法については、議長が指名することにしたいと思います。

御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

〇議長（今井富雄君） 

異議なしと認めます。したがって、議長が指名することに決定しました。 

敦賀美方消防組合議会議員に、川島富士夫君を指名します。 

お諮りします。ただいま、議長が指名しました、 

川島富士夫君を、敦賀美方消防組合議会議員の当選人と定めることに、御異議あり

ませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（今井富雄君） 

異議なしと認めます。したがって、ただいま指名しました川島富士夫君が、敦賀美

方消防組合議会議員に当選されました。 

ただいま執行の、敦賀美方消防組合議会議員選挙の当選人が議場におられますので、

会議規則、第３２条第２項の規定により当選の告知をいたします。 

 

～追加日程第３ 嶺南広域行政組合議会議員の選挙について～ 

○議長（今井富雄君） 

次に、嶺南広域行政組合議会議員である坂本豊君、北原武道君から、５月９日に 

同組合議会議員の辞職願が提出され、許可となりました。このため、同組合議会議員

が２名欠員となっています。 
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お諮りします。嶺南広域行政組合議会議員の選挙についてを日程に追加し、追加日

程第３として、直ちに選挙を行いたいと思います。御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（今井富雄君） 

異議なしと認め、嶺南広域行政組合議会議員の選挙について を日程に追加し、追

加日程第３として、直ちに選挙を行なうことに決定しました。 

嶺南広域行政組合議会議員の選挙を行ないます。 

お諮りします。 

選挙の方法については、地方自治法第１１８条第２項の規定により、指名推選にした

いと思います。御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（今井富雄君） 

異議なしと認めます。よって、選挙の方法は、指名推選で行なうことに決定しまし

た。 

お諮りします。指名の方法については、議長が指名することにしたいと思います。 

御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

〇議長（今井富雄君） 

異議なしと認めます。したがって、議長が指名することに決定しました。 

嶺南広域行政組合 議会議員に、熊谷勘信君、辻󠄀岡正和君を指名します。 

お諮りします。 

ただいま、議長が指名しました熊谷勘信君、辻󠄀岡正和君を、嶺南広域行政組合議会

議員の当選人と定めることに、御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（今井富雄君） 

異議なしと認めます。 

したがって、ただいま指名しました熊谷勘信君、辻󠄀岡正和君が、嶺南広域行政組合 

議会議員に当選しました。 

ただいま執行の、嶺南広域行政組合議会議員選挙の当選人が議場におられますので、

会議規則第３２条第２項の規定により、当選の告知をいたします。 

 

～日程第３ 承認第２号から日程第６ 承認第５号～ 
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○議長（今井富雄君） 

次に、日程第３ 承認第２号 専決処分の承認を求めることについて（令和３年度

若狭町一般会計補正予算（第８号））から、日程第６ 承認第５号 専決処分の承認

を求めることについて（若狭町介護保険条例の一部改正について）までの４議案を一

括議題といたします。提案理由の説明を求めます。 

 渡辺町長。 

〇町長（渡辺英朗君） 

それでは、承認第２号から承認第５号までの、「専決処分の承認を求めることにつ

いて」それぞれ提案理由の説明を申し上げます。 

まず、承認第２号「令和３年度若狭町一般会計補正予算（第８号）」でありますが、

本件につきましては、除雪作業委託料や３月末の強風被害により修繕対応経費などが

必要になったことなどから、令和４年３月２８日付けで、令和３年度一般会計補正予

算において、専決処分をさせていただいたものであります。 

次に、承認第３号「若狭町税条例の一部改正について」でありますが、本件につき

ましては、地方税法等の一部を改正する法律の公布に伴い、当該条例の一部改正が必

要となりましたので、３月３１日付けで専決処分をさせていただいたものであります。 

次に、承認第４号「若狭町国民健康保険税条例の一部改正について」でありますが、

本件につきましては、国民健康保険法施行令の一部を改正する政令の公布に伴い、当

該条例の一部改正が必要となりましたので３月３１日付けで専決処分をさせていただ

いたものであります。 

  次に、承認第５号「若狭町介護保険条例の一部改正について」でありますが、本件

につきましては、国の通達において、新型コロナウイルス感染症の影響により、介護

保険料の減免措置が令和４年度も継続されることに伴い、当該条例の一部改正が必要

となりましたので、３月３１日付けで専決処分をさせていただいたものであります。 

 以上４件につきまして、それぞれ、地方自治法第１７９条第１項の規定により専決

処分をさせていただきましたので、同条第３項の規定に従い、ご報告申し上げ、議会

の承認を求めるものであります。何卒、御審議の上、妥当なる御承認を賜りますよう

お願い申し上げまして、提案理由の説明とさせて頂きます。 

○議長（今井富雄君） 

提案理由の説明が終わりました。 

これより、質疑を行います。 

上程中の４議案について質疑はありませんか。 
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（「質疑なし」の声あり） 

○議長（今井富雄君） 

質疑なしと認め、質疑を終わります。 

これより討論を行います。 

上程中の４議案に対する討論はありませんか。 

（「討論なし」の声あり） 

○議長（今井富雄君） 

討論なしと認め、討論を終わります。 

これより採決を行ないます。 

承認第２号 専決処分の承認を求めることについて(令和３年度若狭町一般会計補

正予算（第８号））本案は、原案のとおり承認することに賛成の諸君は、起立願いま

す。 

〔起立全員〕 

〇議長（今井富雄君） 

起立全員です。よって、本案は原案のとおり、承認することに決定しました。 

次に、承認第３号 専決処分の承認を求めることについて(若狭町税条例の一部改

正について）本案は、原案のとおり承認することに賛成の諸君は、起立願います。 

〔起立全員〕 

〇議長（今井富雄君） 

起立全員です。よって、本案は原案のとおり、承認することに決定しました。 

次に、承認第４号 専決処分の承認を求めることについて(若狭町国民健康保険税

条例の一部改正について）本案は、原案のとおり承認することに賛成の諸君は、起立願

います。 

〔起立全員〕 

〇議長（今井富雄君） 

起立全員です。よって、本案は原案のとおり、承認することに決定しました。 

次に、承認第５号 専決処分の承認を求めることについて (若狭町介護保険条例の

一部改正について）本案は、原案のとおり承認することに賛成の諸君は、起立願い

ます。 

〔起立全員〕 

〇議長（今井富雄君） 

起立全員です。よって、本案は原案のとおり、承認することに決定しました。 
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～日程第７ 同意第１号～ 

○議長（今井富雄君） 

次に、日程第７ 同意第１号 若狭町教育委員会委員の任命につき同意を求めるこ

とについて を議題とします。提案理由の説明を求めます。 

  渡辺町長。 

〇町長（渡辺英朗君） 

それでは、同意第１号「若狭町教育委員会委員の任命につき同意を求めることにつ

いて」でございますが、現在、本町の教育委員会は教育長及び４名の委員により構成

されておりますが、そのうち『立井涼子氏』は、本年５月１３日をもってその任期が

満了いたします。つきましては、教育委員として、引き続き、立井涼子氏を任命させ

ていただきたく、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第４条第２項の規定によ

り、議会の同意をお願いするものでございます。 

  立井氏は、長年にわたり養護教諭として、小学校、中学校に勤務された後、平成２

９年４月に「ＮＰＯ法人若狭美＆Ｂネット」に入社され、平成３０年５月１３日から

教育委員として、町の教育行政の向上にご尽力いただいております。なお、立井氏の

教育委員の任期は、法令規定により４年であり、令和４年５月１４日から令和８年５

月１３日までとなります。 

立井氏は、高潔な人格で、地域の信望も厚く、学校教育のみならず、社会教育の分

野でも高尚な識見を十分備えられており、本町の教育委員として適任者と存じますの

で、特段のご理解を賜りますようお願い申し上げまして提案理由の説明といたします。 

○議長（今井富雄君） 

提案理由の説明が終わりました。 

ただいま、提案のありました議案につきましては、人事案件でありますので、質疑

並びに討論は省略し、ただちに採決を行ないます。 

同意第１号「若狭町教育委員会委員の任命につき同意を求めることについて」賛成

の諸君は、起立願います。 

〔起立全員〕 

〇議長（今井富雄君） 

起立全員です。よって、同意第１号「若狭町教育委員会委員の任命につき同意を求

めることについて」は、同意することに決定しました。 

 ここで、暫時休憩します。 
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（午前 ９時４９分 休憩） 

（午前 ９時５０分 再開） 

○議長（今井富雄君） 

再開します。 

先程、各委員会からそれぞれの正・副委員長について決定報告がありましたので、

報告いたします。 

  総務産業建設常任委員会委員長に藤田正美君、副委員長に倉谷 明君。 

教育厚生常任委員会委員長に増井文雄君、副委員長に西村毅君。 

予算決算常任委員会委員長に熊谷勘信君、副委員長に藤田正美君。 

議会運営委員会委員長に松本孝雄君、副委員長に島津秀樹君。 

広報特別委員会委員長に倉谷明君、副委員長に西村毅君。 

原子力発電安全対策特別委員会委員長に松本孝雄君、副委員長に北原武道君。 

 議会改革特別委員会委員長に島津秀樹君、副委員長に増井文雄君。 

 以上のとおりです。 

～追加日程第４から追加日程第１０～ 

○議長（今井富雄君） 

次に、各委員会の委員長から閉会中の継続調査の申し出がありました。お諮りしま

す。各委員会の閉会中の継続調査についてを日程に追加し、追加日程第４から追加日

程第１０として直ちに議題にしたいと思います。 

御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（今井富雄君） 

異議なしと認めます。 

総務産業建設常任員会閉会中の継続調査についてを日程に追加し、追加日程第４と

して、教育厚生常任委員会閉会中の継続調査についてを追加日程第５として、予算決

算常任委員会閉会中の継続調査についてを追加日程第６として、議会運営委員会閉会

中の継続調査についてを追加日程第７として、広報特別委員会閉会中の継続調査につ

いてを追加日程第８として、原子力発電安全対策特別委員会閉会中の継続調査につい

てを追加日程第９として、議会改革特別委員会閉会中の継続調査についてを追加日程

第１０として、直ちに議題にすることに決定しました。  

○議長（今井富雄君） 

お諮りします。追加日程第４「総務産業建設常任委員会閉会中の継続調査につい
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て」から、追加日程第１０「議会改革特別委員会閉会中の継続調査について」までの

７件を、一括議題にしたいと思います。これに、御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（今井富雄君） 

異議なしと認めます。各委員会の委員長から、所管事務のうち、会議規則第７３条

の規定によって、お手元に配布しました申出書記載の事項について、閉会中の継続調

査をすることに、御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（今井富雄君） 

異議なしと認めます。 

したがって、各委員長からの申し出のとおり、閉会中の継続調査をすることに決定

しました。 

～日程第８ 議員派遣報告及び議員派遣について～ 

○議長（今井富雄君） 

次に、日程第８「議員派遣報告及び議員派遣について」を議題とします。お諮りし

ます。議会議員派遣報告及びの議員派遣については、お手元に配布のとおり報告し、

また、それぞれの議員を派遣するものといたします。なお、緊急を要する場合は、議

長において決定したいと思います。御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長 

異議なしと認めます。 

よって、若狭町議会議員の派遣については、お手元に配布のとおり報告し、また、

派遣することに決定しました。以上で、本臨時会に付議された案件の審議は、終了し

ました。これをもって、令和４年第３回若狭町議会臨時会を閉会します。 

閉会にあたりまして、一言御挨拶を申し上げます。 

本日の臨時会におきましては、一般会計補正予算、条例の改正、人事案件の同意に

ついてが議決されました。理事者各位におかれましては、本臨時会で議決された案件

につきましては、適切な執行を願うものであります。 

また、議会構成につきましても、一部変更されました。それぞれの立場で若狭町の

更なる発展のために、御尽力いただきますよう、お願いいたします。 

新緑が映える季節を迎えましたが、議員、理事者各位には、健康に十分御留意をい

ただきますようお願い申し上げ、閉会の挨拶とさせていただきます。 
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町長より、閉会にあたり、発言を求められています。発言を許可します。 

渡辺町長。 

〇町長（渡辺英朗君） 

閉会にあたりまして、一言、御挨拶を申し上げます。  

ただいまは、御提案いたしました案件に対し、妥当なる御決議をいただき、誠にあ

りがとうございました。 

さて、本議会において、副議長の選挙が行われ、新たに熊谷勘信議員が副議長に御

就任されました。心よりお喜びを申し上げます。また、議会組織につきましても、新

たな組織に構成をされました。今後、町行政に対しましても、なお一層の御指導を賜

りますようお願い申し上げる次第でございます。 

さて、今月の２１日と２２日には、第３０回の記念大会となる「若狭・三方五湖ツ

ーデーマーチ」が開催されます。新型コロナウイルス感染症の影響により、３年ぶり

の開催となりますが、記念コースとして、「３０㎞の天空のレインボーラインコー

ス」が設けられているほか、記念グッズなども準備しております。２，３００名を超

える方から事前申込みをいただいており、感染対策に万全を期しながら、大会成功に

向けて、関係者一丸となって準備を進めて参ります。また、メイン会場となる、若狭

さとうみパーク前には、桂由美先生のウエディングドレスを展示した、「BRIDAL 

LAND WAKASA」が先月１９日にオープンしたところであり、若狭町の魅力の一つとし

て発信をしていきたいと考えております。 

  私も就任から１年が経過し、初心を忘れることなく町民の皆様の声に耳を傾けなが

らＳＤＧsの理念のもとに町政発展のために、引き続き尽力して参る所存でございま

す。議員の各位におかれましても、御指導賜りますようお願い申し上げますと共に、

健康に十分御留意いただき、ますますの御活躍を御祈念申し上げ、閉会の御挨拶とさ

せていただきます。ありがとうございました。 

 

（午前９時５９分 閉会） 

 

 

 

 

 

 


